
　　　　一般社団法人リフォームパートナー協議会　入会申込書 様式第１号

会員No.

一般社団法人リフォームパートナー協議会に入会申込をいたします。

東京土建 東建従 千葉土建

〒

　総合建設業 　大工・工務店 　リフォーム専門店

　専門工事業（具体的な職種を記入：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　塗装・防水工事

　内装工事

　電気設備工事

　機械設備工事（トイレ・洗面所等）

給湯設備（省エネ）
空調・換気・照明の省エネ改修

土
木

建
築

大
工

左
官

と
び

石
屋
根

電
気

管
タ
イ
ル

鋼
鉄
筋

舗
装

し
ゅ

板
金

ガ
ラ
ス

塗
装

防
水

内
装

機
械

熱
絶

通
信

造
園

さ
く
井

建
具

水
道

消
防

清
掃

解
体

（一級　二級　木造）建築士事務所（　　　　）知事　第（　　　　　　　）号

　一級建築士 　二級建築士 　木造建築士 　(　級)建築施工管理技士

　 (　級)電気施工管理技士 　     電気工事士

　建築設備士 　浄化槽設備士 　電気主任技術者

　電気通信主任技術者 　給水装置工事主任技術者 消防設備士

　液化石油ガス設備士 ガス消費機器設置工事監督者

　増改築相談員 　(　  級　　　　　             　　　　　　　）技能士
職業訓練指導員 マンションリフォームマネージャー

資格名：　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　登録番号：

事業者PRコメント
（252字以内）

リ
カ
コ
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P

掲
載
内
容

支部

建設業許可
1：一般建設業

2：特定建設業

開口部（窓の省エネ改修工事）

断熱改修（壁・床・天井・屋根等の省エネ改修）

　屋根・外装戸建て住宅リフォーム工事

業種
※メイン一つ

のみ選択

（大臣・       知事）（般・特　－　　　）　第（　　　　　　　　）号

元請として
請負う工事

　マンション共用部分全般の大規模修繕工事※建設業許可事業者

　構造（耐震ﾘﾌｫｰﾑ）戸建てﾘﾌｫｰﾑ工事※建設業許可事業者または建築士もしくは建築施工管理技士在籍

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 住宅デーの参加経験 ある　・　ない

常勤の
有資格者

の
在籍

(　級)管工事施工管理技士

建築士事務所登録

資格者氏名
代表1名

対応エリア
(区市町など）

まちの救助隊の登録 している　・　していない

　　　　年　　月　　日（　　　歳）

西暦

担当者名：
(携帯：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

事業者登録　未・済　(ID
）技能者登録　未・済　(　　　　　　人）

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

代表者
ﾌﾘｶﾞﾅ

ｸﾚｰﾑ対応
担当者

生年
月日

CCUS
登録状況

(法人・個人)
創業

（　　　　）年

所在地
ＴＥＬ
ＦＡＸ

申込日：　　　　年　　月　　日

種別
　　Ａ会員(組合員)
　　Ｂ会員(組合員外)

所属組合
支部

事業所
名　称

ﾌﾘｶﾞﾅ
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様式第２－１号

●

● 下請業者に対して、不払い等を行なっていないこと

●

●

●

●

●

● 協議会が行なう義務講習会を受講し修了すること。

※ 会員の義務を怠った場合、除名となる可能性があります。

　　　　年　　　月　　　日 氏名(自署)
※ 必ず日付とお名前をご記入ください。

● 申請者は組合費を滞納していませんか
● 当協議会の定款・細則は渡しましたか
● 誓約書は申請者ご本人が記入しましたか
● 添付書類は揃っていますか(必要な方のみ)

※ 上記４点をご確認の上、下記にご記入ください
 支部受付日：　　　年　　月　　日 (　　　　　　)支部　担当者(　　　　　　)

事務局長印 事務局印

本部受付日：　　　　年　　月　　日

登録Ｎｏ　：

一般社団法人リフォームパートナー協議会
会員の義務事項及び誓約書

≪ 会 員 の 義 務 事 項 ≫

　私は、貴協議会の目的を理解し、貴協議会の加入に当たり、上記
の事項について誓約します。

以 下 事 務 局 記 入 欄

消費者からのクレーム対応など、仕事における責任施工を果
たしていること

工事額が５００万円（税抜）を超える場合、リフォーム瑕疵
保険に加入すること。３００万円を超える工事についても加
入に努めること。ただし施主が書面で不要の意思表示をした
際はこの限りでない。

大規模修繕瑕疵担保保険の対象になる工事で、１０００万円
以上（税込）の請負契約をした場合は、同保険に加入するこ
と。

協議会が公開する会員情報について、申込書の記載事項で開
示することを承諾すること。

協議会が、適正かつ円滑な業務の為に必要な調査を行う場合
には協力すること。

協議会の定款及びその他規則の内容を理解し遵守すること。

※必ず一読いただき、サインをしてください

所 属 支 部 の 確 認 欄
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